
経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援事業

問 １

下記のとおり予定しております。

問 ２

問 ４

⑤交付額の確定

⑦補助金の交付

申請書の提出は郵送に限られますか？

回答
申請書等への押印は不要ですので、郵送以外に電子メールでもご提出いただけます。

なお、実績報告書及び補助金の請求書についても、同様です。

問 ３
４月１日から採用した新人ヘルパーの同行支援を４月中に実施している場合、補助対象となりま

せんか？

回答

県からの交付決定を受けてから経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援を実施することが

原則ですが、令和７年４月１日以降に同行支援を実施している場合は、交付決定日より前であっ

ても補助対象となります。

様式１－２事業計画書(３)の職歴等の欄には、どこまでの職歴を記載するべきですか？

回答
前職（現職へ就業する以前に勤めていた直近の仕事）の入職時期及び退職時期を記載してくださ

い。（※令和７年３月の新規学卒者の方については、最終学歴を記載すること）

訪問介護等サービス提供体制確保支援事業に関するQ＆A

今後のスケジュールについて知りたい。

回答

月 申請者 県

【受付期間】

令和7年9月19日(金)から

10月20日(月)まで

①交付申請書の提出

　（郵送またはメール）

②交付決定

（先着順で申請書を審査

し、交付決定を行う予定で

す。）

令和8年2月27日(金)まで
③事業実施

④実績報告書の提出

令和8年3月31日(火)まで
⑥請求書の提出

　（郵送またはメール）



回答

令和７年４月１日以降に新人ヘルパーへの同行支援を実施している場合は、同行支援実施後に新

人ヘルパーが退職した場合でも、補助対象となります。

【補助対象となる理由】

本事業は要綱上経験年数の短いものでも安心して働き続けられる環境整備支援を目的としており、

新人ヘルパーへの同行支援を行った指導職員の人件費分を補助対象経費としております。

そのため、同行支援を受けた新人ヘルパーが退職した場合についても、その職員に対し同行支援

を実施していた場合は、補助対象となります。

問 ６
「中山間地域等又は離島等地域に所在する事業所」について、「中山間地域等又は離島等地域」

とは具体的にどの地域を指しますか？

回答

岡山県指導監査課が公表している「特別地域加算及び中山間地域等小規模事業所加算対象地域一

覧」における『特別地域加算対象地域』及び『「中山間地域等」に所在する小規模事業所加算対

象地域』に該当する地域を指します。

【参考】岡山県指導監査課ホームページ

　　　　URL：https://www.pref.okayama.jp/page/571288.html

問 ７
同行支援を受ける新人ヘルパーが同行支援実施後に退職した場合、同職員に実施した同行支援は

補助対象となりますか？

回答

基本的に訪問業務に従事した期間が１年未満である方を想定しています。

しかし、従事する頻度が少なく十分な経験を積んでいない、休職等により長期間のブランクがあ

る等、個別具体的な理由を考慮しますので、従事した期間が１年以上であっても、補助対象とす

ることがあります。

その場合は、様式１－２事業計画書(３)の職歴等の欄に、職歴とともに上記のような個別具体的な

理由をご記載ください。

問 ５
「経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援」について、「経験年数が短い」とは具体的に

どの程度の期間を指しますか？








